
新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付要綱 

令和 ５ 年 ３ 月３１日 

告示第４５号 

 

（目的） 

第１条 この告示は、再生可能エネルギー導入やエネルギーの地産地消を支援することに

より、脱炭素社会の構築に努め、環境にやさしいまちづくりの推進を図ることを目的と

して、住宅への二酸化炭素排出抑制効果の高い設備を導入する者に対して、予算の範囲

内において新見市住まいの脱炭素促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることについて、新見市補助金等交付規則（平成１７年規則第６３号）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、自らが所有し居住する市内の住宅（店舗等併

用住宅を含む。）に別表第１に定める要件を満たす機器（以下「対象機器」という。）

を使用するために購入し、設置することとする。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

 （１） 市内に住所を有する者 

 （２） 新見市納税等に係る公平性の確保に関する条例（平成２４年条例第２８号）第

２条に規定する特別措置の対象とならない者 

 （３） 新見市暴力団排除条例（平成２３年条例第３２号）第２条第３号に規定する暴

力団員等に該当しない者 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、別表第２に定めるものとする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、新見市住まい

の脱炭素促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に別表第３に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付申請は、同一の住宅について、別表第１の対象機器ごとに１回限りとす

る。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し適当  

と認めたときは、新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付決定通知書（様式第２号） 

により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し、その理由を  

付してその旨を通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者からの新見市

住まいの脱炭素促進事業補助金交付請求書（様式第３号）による請求に基づき補助金を



交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により捕助金の交付決定を受けたときは、 

その交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その 

全部若しくは一部を返還させるものとする。 

（管理） 

第９条 申請者は、対象機器を減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵

省令第１５号）に定める法定耐用年数（以下「法定耐用年数」という。）の期間、補助

金の交付の目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。ただし、天災地変そ

の他申請者の責めに帰することのできない理由により、対象機器を毀損し、又は紛失し

たときは、この限りではない。 

（取得財産等の処分） 

第１０条 申請者は、対象機器の法定耐用年数の期間内において、当該対象機器を処分し

ようとするときは、あらかじめ別に定める財産処分承認申請書を市長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

２ 市長は、申請者が前項の期間内に対象機器を処分することにより、収入があり又は収

入があると認められるときは、補助金相当額の返還を求めることができる。 

（協力依頼） 

第１１条 市長は、申請者に対し、必要に応じて対象機器の利用状況の調査その他の協力

を求めることができる。 

２ 申請者は、災害が発生したときなどには、電力を提供できるよう努めるものとする。  

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （有効期限） 

２ この告示は、令和７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

別表第１（第２条、第５条関係） 

対象機器 個別要件 共通要件 

太陽光発電シス

テム 

 

 

住宅用太陽光設備で住宅の屋根等へ設置するも

ので、太陽電池モジュール、架台、パワーコンデ

ィショナーなどで構成するもの、また、発電した

電気が住宅において自家消費されるもので、１ｋ

Ｗ以上１０ｋＷ未満の発電設備であるもの 

１ 対象機器の

導入から起算

して９０日を

経過した日又

は導入後最初



蓄電池設備 蓄電池容量が１ｋＷ以上の定置型の家庭用蓄電

池で、保証期間が１０年以上であるもの 

の３月３１日

のいずれか早

い日までに申

請を行うこ

と。 

２ 対象機器は

業者が設置し

た未使用のも

の 

Ｖ２Ｈ充放電設

備 

（ビークル・トゥ

・ホーム） 

電気自動車等から分電盤等を通じて住宅への電

力供給が可能な充放電設備で、経済産業省が、各

年度において実施するクリーンエネルギー自動車

の導入に対する補助事業において、補助対象にし

ている設備であること。 

電気自動車用普

通充電器  

住宅の駐車場で電気自動車に充電するためのコ

ンセント、また、ポール型充電器や壁設置型充電

器で、２００V 充電が可能なもの 

 

別表第２（第４条関係）  

対象機器  補助対象  補助金額  

太陽光発電

システム  

太陽電池モジュールの最大出力の値（出力の単

位はｋＷとし、小数点以下第１位未満を四捨五

入。）とする。  

ただし、国等から同対象機器に対し、補助金の

交付を受ける場合にあっては、本体設備一式、設

備工事費、電気配線工事費（消費税及び地方消費

税を除く。）から当該補助金の額を控除した後の支

払額が２０万円以上であるものとする。  

補助対象の出力１

ｋＷあたり２．５万

円 を 乗 じ て 得 た 額

（その額に千円未満

の端数が生じた場合

は、これを切り捨て

た額）とし、１０万円

を上限とする。              

蓄電池設備  

 

本体設備一式の購入費、設置工事費、電気配線

工事費（消費税及び地方消費税を除く）とする。  

ただし、国等から同対象機器に対し、補助金の

交付を受ける場合にあっては、当該補助金の額を

控除した後の支払額が２０万円以上であるものと

する。  

補助対象経費に１

０分の１を乗じて得

た額（その額に千円

未満の端数が生じた

場合は、これを切り

捨てた額）とし、１５

万円を上限とする。  Ｖ２Ｈ充放

電設備  

（ビークル

・トゥ・ホー

ム）  

本体設備一式の購入費、設置工事費、電気配線

工事費（消費税及び地方消費税を除く。）とし、

充放電設備以外の電気自動車側のアダプタなどの

付属品は対象外とする。  

ただし、国等から同対象機器に対し、補助金の

交付を受ける場合にあっては、当該補助金の額を

控除した後の支払額が２０万円以上であるものと

する。  



電 気 自 動

車 用 普 通

充電器  

 

コンセント等設備一式の購入費、設置工事費、

電気配線工事費（消費税及び地方消費税を除く。）

とし、充電設備以外の電気自動車側のアダプタな

どの付属品は対象外とする。  

ただし、国等から同対象機器に対し、補助金の

交付を受ける場合にあっては、当該補助金の額を

控除した後の支払額が１０万円以上であるものと

する。  

補助対象経費に５

分の１を乗じて得た

額（その額に千円未

満の端数が生じた場

合は、これを切り捨

てた額）とし、５万円

を上限とする。  

備考  

１  補助対象に係る経費には、解体費、廃棄処分費などを含まないものとする。  

２  太陽光発電システムと蓄電池設備又は、Ｖ２Ｈ充放電設備を同時設置した場  

 合は、太陽光発電システムに係る補助金額と同額を加算するものとする。  

 

別表第３（第５条関係）  

添付が必要な関係書類  提出要否  

１  対象機器導入に係る領収書及びその内訳書の写し  〇  

２  対象機器の写真及び対象機器が導入された住宅全体の写真  〇  

３  対象機器の仕様が確認できる資料の写し  〇  

４  保証書の写し  〇  

５  誓約書  〇  

６  納税等状況調査同意書  △  

７  国等から交付を受ける補助金の額が確認できる書類  △  

８  その他市長が必要と認める書類  △  

備考  表内の記号のうち、〇は関係書類として、添付が必要なものを表し、△は

必要に応じて提出するものを表す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係）  

新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付申請書  

年   月   日  

新見市長   様  

申請者  住 所                   

                氏 名                   

                連 絡 先 

 新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付要綱第５条の規定により次のとお  

り、申請します。  

対象機器設置場所   設置工事完了日    年  月  日  

補助対象 (消費税及び地方消費

税等の額を除く ) 

国等からの補助

金交付(予定)額 

補助金額 (千円未満を切捨て、

2 万円未満は補助対象外 ) 

□太陽光

発電シス

テム  

最大出力値  ．ｋＷ  

（小数点以下 1 位未

満四捨五入）  

本体購入費・工事費  

        円  

     

 

 

 

円  

（最大出力値×2 万 5 千円・

上限 10 万円）  

 

            

円  

□蓄電池

設備  

本体購入費・工事費      

円               

       

円  

（ 1/10 以内・上限 15 万円）           

円  

□Ｖ２Ｈ  

設備  

本体購入費・工事費      

円                 

              

円  

（ 1/10 以内・上限 15 万円）           

円  

□普通充

電器  

本体購入費・工事費            

        円  

          

円  

（ 1/5 以内・上限 5 万円）           

円  

□太陽光発電システムと蓄電池設備またはＶ２

Ｈ設備を同時設置した場合  

（太陽光発電システム補助金

額と同額）           円  

□補助対象の本体購入費・工事費から国等補助交付額を控除した後の支払額がそ

れぞれ 20 万円（普通充電器の場合 10 万円）以上である。  

        補助申請額合計        円   

添  

付  

書  

類  

１対象機器導入に係る領収書及びその内訳書の写し  

２対象機器の写真及び対象機器が導入された住宅全体の写真  

３対象機器の仕様が確認できる資料の写し  

４保証書の写し  

５誓約書  

６納税等状況調査同意書（必要に応じて）  

７国等から交付を受ける補助金の額が確認できる書類（必要に応じて）  

８その他市長が必要と認める書類（必要に応じて）  

※担当者所見   

注  ※の欄は記入しないこと。  



様式第２号（第６条関係）  

 

新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付決定通知書  

 

新見市指令  第   号  

 

申請者  住  所  

氏  名  

 

      年   月   日付けで申請のあった新見市住まいの脱炭素促進事業

補助金交付については、次のとおり決定したので、新見市住まいの脱炭素促進事

業補助金交付要綱第６条の規定により通知する。  

 

     年   月   日  

 

 

新見市長               

 

補 助 年 度             年度  

補 助 金交 付決 定 額                     円  

交 付 予 定 時 期         年     月  

交 付 条 件 

 新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付要綱に違

反した場合は、補助金交付決定を取り消し、返還を命

ずる。  

注  上記の交付決定に対して不服がある場合は、この通知書受領の日から２０日  

以内に文書で申請の取り下げをすること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 



 

様式第３号（第７条関係）  

 

新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付請求書  

 

年   月   日  

 

新見市長   様  

 

申請者  住  所  

 氏  名         

 

 新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付要綱第７条の規定により、次のとお

り請求します。  

指 令 年 月 日    年   月   日       指 令 番 号 新見市指令  第    号  

補 助 年 度                  年度  

補助金交付決定通知額              円  

交 付 請 求 額              円  

添 付 書 類 
新見市住まいの脱炭素促進事業補助金交付決定通知書の

写し  

 

 

 

金 融 機 関 名  店 舗 名  

貯 金 種 別  口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  

 


